
章子内親王の存在感と『栄花物語』の描写

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2011-03-01

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 高橋, 由記

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://otsuma.repo.nii.ac.jp/records/1293URL
This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0
International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


大
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号
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年

月
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王
の
存
在
感
と
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栄
花
物
語
』

の
描
写

高

橋

由

記

は
じ
め
に

章
子
内
親
王

万
寿
三
年
（
一

O
二六」

1
長
治
二
年

一
O
五
）
、
八
O
歳）

は
道
長
女
の
中
宮
威
子
を
母
に
持
つ
後
一
条
天
皇
の
第
一
皇
女

十
歳
の
と
き
、
後
冷
泉
天
皇
即
位
に
よ
り
女
御
と
な
り
、
翌
年
立
后
し
た
。

で
あ
る
。
長
暦
元
年
（
一

O
一
二
七
）
十
二
歳
の
と
き
に
東
宮
親
仁
親
王
（
の
ち
の
後
冷
泉
天
皇
）
の
も
と
に
入
侍
し
、
寛
徳
二
年
（
一

O
四
五
）
二

の
ち
、
新
た
な
后
の
冊
立
に
と
も
な
っ
て
皇
太
后
・
太
皇
太
后
と

転
上
し
、
承
保
一
冗
年
（
一

O
七四）、

四
十
九
歳
で
院
号
宣
下
を
受
け
て
二
条
院
と
呼
ば
れ
た
。
道
長
女
を
母
に
持
つ
皇
女
で
、
東
宮
に
入
侍
、

の
ち
立
后
し
女
院
と
な
っ
た
人
物
と
い
え
ば
、
ま
っ
さ
き
に
陽
明
門
院
（
三
一
条
天
皇
皇
女
禎
子
内
親
王
。
母
は
中
宮
祈
子
）
が
思
い
浮
か
ぶ
。
陽
明

門
院
が
歴
史
的
・
政
治
史
的
に
重
要
人
物
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
後
代
か
ら
み
た
二
条
院
は
陽
明
門
院
ほ
ど
重
き
を
な
し
て
い
る

（

2
）
 

し
か
し
、
章
子
内
親
王
が
『
栄
花
物
語
』
続
編
の
重
要
人
物
で
あ
る
こ
と
は
、
加
藤
静
子
氏
の
ご
論
に
詳
し
い
。

と
は
い
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
章
子
内
親
王
が
入
侍
し
た
後
冷
泉
天
皇
の
も
と
に
は
、
中
宮
章
子
内
親
王
の
他
に
も
関
白
頼
通
女
の
皇
后
寛
子
（
長
元
九
年

（一

O
一
二
六
）
；
大
治
二
年
（

一
二
七
）
、
九
二
歳
）
と
右
大
臣
教
通
女
の
女
御
歓
子
（
治
安
元
年
（
一

O
二一）

1
康
和
悶
年
（
一

一
O
二
）
、
八
二
歳
）

章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

九



四
0 

の
二
人
の
キ
サ
キ
が
お
り
、
永
承
六
年
（
一

O
五
一
）
に
寛
子
が
立
后
し
た
後
は
十
八
年
余
の
長
き
に
わ
た
っ
て
妻
后
並
立
の
状
態
が
続
い
た
。

さ
ら
に
治
暦
四
年
三

O
六八）

に
は
歓
子
が
立
后
し
て
妻
后
が
三
人
並
立
し
た
。
立
后
し
た
キ
サ
キ
が
三
人
い
た
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
円

融
天
皇
に
は
皇
后
睦
子
没
後
に
遵
子
が
皇
后
と
な
り
、
さ
ら
に
女
御
だ
っ
た
詮
子
が
所
生
の
一
条
天
皇
即
位
後
に
皇
太
后
と
な
っ
た
例
が
あ
る

が
、
後
冷
泉
朝
で
は
妻
后
で
あ
る
三
人
が
並
立
し
た
。

一
条
朝
以
降
で
は
二
后
並
立
が
珍
し
く
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、

三
后
並
立
は
後
に
も

先
に
も
例
が
な
い
。

し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
後
冷
泉
朝
の
後
宮
は
そ
れ
以
前
の
後
宮
と
比
し
て
異
質
で
あ
っ
た
。
小
論
で
は
、
『
栄
花

物
語
』
の
描
写
を
追
い
な
が
ら
、
章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
後
冷
泉
朝
の
後
宮
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

誕
生

｜
｜
『
栄
花
物
語
』
正
編
｜
｜

『
栄
花
物
語
』
巻
・
一
十
七

（

3
）
 

「
こ
ろ
も
の
た
ま
」

は
威
子
懐
妊
と
退
出
の
準
備
の
記
述
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
前
年
の
万
寿
二
年
（
一

O
二五）

八
月
、
道
長
は
東
宮
妃
で
あ
っ
た
末
娘
の
嬉
子
（
十
九
歳
）
を
出
産
後
に
喪
っ
て
お
り
、

「
殿
』
御
前
は

い
み
じ
う
お
ぼ
さ
れ
な
が
ら

も

の
恐
し
う
御
胸
つ
ぶ
れ
、
世
も
や
ま
の
仏
神
を
た
づ
ね
つ
』
、
祈
の
師
ど
も
据
ゑ
さ
せ
給
。
さ
き
メ
＼
の
よ
り
も
、
こ
の
度
の
御
祈
、
世
に
似

と
、
威
子
の
懐
妊
を
喜
び
な
が
ら
も
大
き
な
不
安
を

（

4
）
 

抱
き
、
彰
子
・
妨
子
・
嬉
子
が
懐
妊
し
た
時
よ
り
も
大
々
的
に
祈
り
や
読
経
を
さ
せ
た
と
い
う
。
皇
子
誕
生
は
も
ち
ろ
ん
望
ん
で
い
た
だ
ろ
う

ぬ
ま
で
お
ぼ
し
せ
さ
せ
給
、

い
と
理
に
見
え
さ
せ
給
。
（
傍
線
筆
者
。
以
下
同
）
」
（
下

m）

が
、
そ
れ
よ
り
も
威
子
の
お
産
が
無
事
に
済
む
こ
と
を
願
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

巻
二
十
八

「
わ
か
み
づ
」

は
威
子
の
お
産
が
近
づ
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
道
長
と
倫
子
は
威
子
に
付
き
添
い
、
後
一
条
天
皇
か
ら
も

お
ろ
か
な
ら
ぬ
御
け
し
き
し
る
げ
な
り
」
（
下
問
）
と
い
う
有
様
だ
っ
た
。
後
一
条
天
皇
に
は
威
子

そ
の
威
子
の
第
一
子
な
の
だ
か
ら
、
当
然
、
後
一
条
天
皇
に
と
っ
て
も
初
め
て
の
皇
子
女
で
あ
る
。
誕
生
し
た
の

は
皇
女
だ
っ
た
が
、
「
殿
L

御
前
、
「
平
か
に
お
は
し
ま
す
よ
り
ほ
か
の
事
な
し
。
物
の
み
恐
し
か
り
つ
る
に
、
命
延
び
ぬ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」

「
内
よ
り
の
御
使
、

よ
る
夜
半
わ
か
ぬ
も
、

以
外
の
キ
サ
キ
は
お
ら
ず
、



と
道
長
は
安
産
で
あ
っ
た
こ
と
を
何
よ
り
も
喜
ん
だ
。
か
つ
て
、
中
宮
新
子
が
禎
子
内

（

5
）
 

親
王
を
出
産
し
た
際
に
、
「
不
悦
気
色
甚
露
、
依
令
産
女
給
欺
」
・
「
左
相
国
猶
有
不
悦
之
気
」
（
『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一

O
二
二
）
七
月
七
日
条
、

（

6
）
 

と
皇
子
の
誕
生
で
な
か
っ
た
こ
と
に
不
快
感
を
示
し
た
と
記
さ
れ
た
道
長
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
出
産
は
『
左
経
記
』
に
「
及
未

と
て
、

い
と
嬉
し
げ
に
お
ぼ
し
め
し
た
り
」
（
下
型

同
九
日
条
）

二
刻
御
誕
生
、
〈
女
〉
、
頗
本
意
雄
相
違
、

以
平
安
為
悦
」
（
万
寿
三
一
年
（
一

O
二
六
）
十
二
月
九
日
条
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
皇
女
で
あ
る
こ
と

は
残
念
で
は
あ
る
も
の
の
、
安
産
で
あ
っ
た
こ
と
が
喜
ば
れ
た
。

五
夜
の
宴
で
の
和
歌
序
（
藤
原
広
業
作
）
が
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
十
に
残
つ

て
い
る
。

『
栄
花
物
語
』
続
編
の
視
点

『
栄
花
物
語
』
正
編
は
巻
三
十
「
つ
る
の
は
や
し
」

で
道
長
の
死
を
描
き
、
続
編
の
巻
三
十
一

「
殿
上
の
花
見
」

lま

「
入
道
殿
う
せ
さ
せ
給

に
し
か
ど
も
」
（
下
型
と
『
源
氏
物
語
』
の
続
編
に
倣
っ
て
、
道
長
没
後
の
こ
と
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
章
子
内
親
王
は
続
編
の
重
要
人

物
と
思
わ
れ
、
章
子
内
親
王
の
関
わ
る
儀
式
・
出
来
事
は
詳
述
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
着
袴
は
「
帝
・
后
御
心
に
入
れ
さ
せ
給
て
、

お
ぼ
し
営

ま
せ
給
。
殿
も
、
故
殿
、
〉
お
は
し
ま
い
し
に
変
ら
ず
ゐ
た
ち
営
ま
せ
給
へ
ば
、

し
、
頼
通
も
熱
心
に
世
話
を
し
た
。
『
日
本
紀
略
』
長
元
三
年
（
一

O
三
O
）
十
一
月
二
十
日
条
に
は
「
第
一
章
子
内
親
王
於
飛
香
舎
著
袴
。
勅
。

い
と
ゾ
め
で
た
し
」
（
下
抑
）
と
、

父
天
皇
・
母
中
宮
が
差
配

本
封
外
加
千
戸
。
任
人
。
賜
爵
。
准
三
官
。
即
叙
一
口
問
」
と
あ
り
、
章
子
内
親
王
は
着
袴
と
同
日
に
一
品
に
叙
さ
れ
た
。
后
所
生
の
今
上
天
皇

の
第
一
皇
女
と
し
て
も
、
格
別
の
扱
い
で
あ
る
。
翌
日
に
は
宴
も
あ
り
、
和
歌
も
詠
ま
れ
た
（
『
栄
花
物
語
』
・
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
一
）
。
「
内
の
上

は

一
品
宮
を
限
な
き
も
の
に
思
き
こ
え
さ
せ
給
へ
り
。
宮
は
、

二
の
宮
を
す
さ
ま
じ
と
人
の
思
申
た
り
し
も
心
苦
し
く
て
、

人
知
れ
ず
譲
る

方
な
く
て
、
あ
は
れ
と
思
き
こ
え
さ
せ
給
へ
り
」
（
下
型

と
、
後
一
条
天
皇
は
第
一
皇
女
章
子
内
親
王
を
、
中
宮
威
子
は
第
二
皇
女
馨
子
内

親
王
を
鍾
愛
し
た
の
で
、
「
心
々
に
一
日
間
宮
に
参
ら
ん
な
ど
、
大
方
に
も
て
た
が
は
ず
申
人
々
あ
り
け
り
」
（
同
）
と
、

一
品
宮
章
子
内
親
王
に

章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

四



四

仕
え
た
い
と
思
う
人
々
が
多
か
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
る
。
後
一
条
天
皇
の
章
子
内
親
王
へ
の
鍾
愛
は
、
巻
三
十
二
「
調
合
」
巻
末
近
く
で
も
繰

り
返
さ
れ
、
「
内
に
一
品
宮
の
御
裳
著
の
事
、

お
ぼ
し
め
し
い
そ
が
せ
給
」
（
下
曹
と
、
後
一
条
天
皇
自
ら
が
章
子
内
親
王
の
裳
着
の
支
度
を

さ
せ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
御
心
に
お
ぼ
し
め
し
け
る
は
、
春
宮
に
、
限
あ
る
位
な
り
と
も
、
こ
の
頃
譲
き
こ
え
て
、

一
品
宮
を
や
が
て
参
ら
せ

奉
り
給
は
ん
と
お
ぼ
し
め
す
」
（
問
）
と
、
皇
太
弟
敦
良
親
王

（
の
ち
の
後
朱
雀
天
皇
）
に
譲
位
し
、
章
子
内
毅
王
を
入
内
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ

と
が
－
記
さ
れ
る
。
叔
父
に
あ
た
る
後
朱
雀
天
皇
後
宮
へ
の
入
内
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
後
一
条
天
皇
が
何
よ
り
も
章
子
内
親
王
の
身
の
上
を

案
じ
て
い
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
後
一
条
天
皇
の
馨
子
内
親
王
へ
の
心
遣
い
は
記
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
章
子
内
親
王
は
、

同
母
妹
の
馨
子
内
親
王
と
も
異
な
る
特
別
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
、
後
一
条
天
皇
に
よ
る
章
子
内
親
王
へ
の
鍾
愛
は
、

の
ち
の
章
子
内

親
王
の
社
会
的
立
場
を
考
え
る
際
に
重
要
で
あ
る
。

巻
三
十
三
「
き
る
は
わ
び
し
と
な
げ
く
女
房
」

で
父
後
一
条
院
そ
し
て
母
中
宮
威
子
を
相
次
い
で
喪
っ
た
章
子
内
親
王
と
馨
子
内
親
王
は
、

祖
母
で
あ
り
伯
母
で
も
あ
る
上
東
門
院
彰
子
に
引
き
取
ら
れ
る
。
章
子
・
馨
子
内
親
王
は
と
も
に
彰
子
に
と
っ
て
は
孫
で
あ
り
姪
で
あ
っ
た
が
、

彰
子
に
し
て
み
れ
ば
愛
息
後
一
条
天
皇
が
鍾
愛
し
た
章
子
内
親
王
に
愛
情
が
傾
く
の
も
道
理
で
あ
り
、
以
降
、
『
栄
花
物
語
』
に
記
さ
れ
る
章

子
内
親
王
に
は
、
そ
の
後
盾
と
し
て
の
彰
子
の
姿
が
見
え
隠
れ
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
後
、
章
子
内
親
王
は
長
暦
元
年
（
一

O
三
七
）
十
一
一
月
十
三
日
に
着
裳
し
、
東
宮
親
仁
親
王
（
の
ち
の
、
後
冷
泉
天
皇
）
に
入
侍
し
た
。

そ
の
年
の
十
二
月
の
十
三
日
に
、
御
裳
奉
り
て
、
や
が
て
そ
の
夜
東
宮
に
参
ら
せ
給
べ
し
と
急

ぎ
た
』
せ
給
に
た
り
。
殿
・
院
急
が
せ
給
へ
ば
、
故
院
の
お
は
し
ま
い
し
に
も
劣
ら
ず
」
（
下
旬
と
年
月
日
を
明
記
す
る
形
で
着
裳
と
東
宮

巻
三
十
四
「
暮
ま
つ
ほ
し
」
に
は
ご
品
宮
、

入
侍
が
長
々
と
記
さ
れ
る
。
今
上
天
皇
（
後
朱
雀
天
皇
）
第
一
皇
子
で
あ
る
親
仁
親
王
の
元
服
（
七
月
二
日
）
・
立
坊
（
八
月
十
七
日
）
が
「
八
月

に
、
内
の
一
宮
、
御
元
服
せ
さ
せ
給
て
、
東
宮
に
た
』
せ
給
」
（
下
型
と
ま
と
め
て
一
度
に
記
さ
れ
て
い
る
の
に
比
べ
て
も
、
記
述
の
長
さ

か
ら
考
え
て
も
、
『
栄
花
物
語
』
続
編
が
章
子
内
親
王
方
に
視
点
が
あ
る
の
は
明
ら
か
と
い
え
る
。

さ
て
、
章
子
内
親
王
の
東
宮
入
侍
は
、
関
白
頼
通
や
女
院
彰
子
が
用
意
し
、
故
後
一
条
院
の
在
世
中
に
変
わ
ら
ぬ
支
度
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。



頼
通
は
「
御
参
り
の
程
三
日
は
、
殿
お
は
し
ま
い
て
、
夜
は
御
沓
を
抱
き
、
御
会
参
ら
せ
給
な
ど
あ
は
れ
に
こ
ま
か
に
、
ま
こ
と
の
御
親
な
ど

の
や
う
に
扱
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
も
、
昔
の
御
事
を
い
み
じ
う
お
ぼ
し
め
す
に
こ
そ
」
（
下
型
と
、
真
実
の
親
の
よ
う
に
章
子
内
親
王
を
丁
重

に
扱
っ
た
と
い
う
。
章
子
内
親
王
へ
の
心
遣
い
は
叔
父
で
あ
る
今
上
天
皇
（
後
朱
雀
天
皇
）
に
も
み
ら
れ
「
一
品
宮
を
い
と
心
苦
し
う
思
ひ
き

こ
え
さ
せ
給
て
、
雨
風
の
荒
き
音
な
ひ
に
つ
け
て
も
、
御
使
奉
ら
せ
給
ひ
、
故
院
の
申
置
か
せ
給
し
を
も
お
ぼ
し
め
せ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
あ

は
れ
に
思
申
さ
せ
給
へ
り
」
（
下
棚
）
と
記
さ
れ
る
。

父
院
・
母
后
没
後
で
あ
っ
て
も
、
叔
父
後
朱
雀
天
皇
や
伯
父
関
白
頼
通
、

そ
し
て
祖
母

で
あ
り
伯
母
で
も
あ
る
上
東
門
院
彰
子
と
い
う
後
盾
を
持
つ
章
子
内
親
王
の
社
会
的
立
場
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

寛
徳
二
年
（
一

O
四
五
）
、
後
朱
雀
天
皇
が
崩
じ
、
後
冷
泉
天
皇
が
即
位
し
た
。
章
子
内
親
王
は
女
御
と
な
り
、
翌
年
立
后
し
た
。
巻
三
十
六

「
根
あ
は
せ
」
に
は
、
「
六
月
に
は
后
に
た
』
せ
給
べ
し
と
て
、
さ
る
べ
き
事
ど
も
人
々
当
り
・
：
：
（
中
略
）
：
：
・
廿
五
日
に
后
の
宣
旨
下
り
て
、

七
月
十
日
大
饗
あ
る
べ
し
な
ど
あ
る
程
、
こ
の
宮
に
は
珍
し
か
る
べ
き
事
に
も
あ
ら
ね
ど
、
猶
そ
£
ろ
寒
く
め
で
た
し
。
七
月
つ
い
た
ち
京
極

殿
に
渡
ら
せ
給
て
、
十
日
た
』
せ
給
」
（
干

ω）
と
立
后
は
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
、

そ
の
様
が
か
な
り
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
立
后
記
事
は
、

女
房
の
衣
装
や
有
様
・
古
参
の
女
房
の
言
っ
た
こ
と
ば
・
章
子
内
親
王
の
衣
装
や
姿
な
ど
、

そ
の
場
に
い
た
者
の
見
聞
に
よ
る
か
の
よ
う
な
記

述
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
内
の
御
使
に
四
位
新
少
将
よ
し
も
と
参
れ
り
。
寝
殿
の
西
の
端
に
て
御
返
持
つ
程
は
、
人
々
と
も
の
な
ど
い

ひ
て
」
（
下
山
）
と
、
勅
使
が
返
事
を
待
つ
間
ど
こ
に
い
た
の
か
、
何
を
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、

そ
の
場
に
い
た
者
に
し
か
わ
か

ら
な
い
記
述
と
い
え
る
。
加
藤
静
子
氏
が

「
続
篇
編
集
者
が
資
料
と
し
た
も
の
が
、
章
子
方
に
偏
在
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う

な
描
写
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

寛
子
立
后
と
章
子
内
親
王

章
子
内
親
王
立
后
の
翌
年
、
永
承
二
年
（
一

O
四
七
）
十
月
に
右
大
臣
教
通
女
の
歓
子
が
入
内
し
た
。
東
宮
で
あ
っ
た
後
冷
泉
天
皇
の
も
と

章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

四



四
四

に
章
子
内
親
王
が
入
侍
し
た
の
は
長
暦
元
年
（
一

O
三
七
）
だ
っ
た
か
ら
、

そ
れ
か
ら
十
年
を
経
て
の
、
後
冷
泉
天
皇
に
と
っ
て
二
人
目
の
キ

し
か
し
、
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る
歓
子
の
描
写
は
限
定
的
で
、
「
琵
琶
弾
か
せ
給
、
絵
な
ど
い
と
め
で
た
く
か
』
せ
給
。
男
絵

な
ど
、
絵
師
恥
し
う
か
』
せ
給
。
故
々
し
う
お
か
し
う
お
は
し
ま
す
。
御
か
た
ち
も
い
と
を
か
し
げ
な
り
。
愛
敬
づ
き
ふ
く
ら
か
に
、
さ
』
や

サ
キ
で
あ
る
。

か
に
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
」
（
下
叫
）
と
あ
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
詳
し
く
は
描
か
れ
な
い
。
後
冷
泉
天
皇
の
即
位
か
ら
五
年
、
『
栄
花
物
語
』
に

お
け
る
後
冷
泉
天
皇
の
後
宮
は
章
子
内
親
王
の
立
后
に
関
す
る
詳
し
い
記
述
と
、
簡
単
な
歓
子
入
内
記
事
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

後
冷
泉
朝
の
後
宮
に
関
す
る
記
述
が
増
え
る
の
は
、
永
承
五
年
（
一

O
五
O
）
十
二
月
に
関
白
頼
通
女
寛
子
が
入
内
し
て
以
降
で
あ
る
。
寛

子
は
頼
通
女
で
は
あ
る
が
、
誕
生
は
お
ろ
か
そ
の
存
在
も
こ
れ
ま
で
一
切
記
述
が
無
く
、
突
然
入
内
が
記
さ
れ
る
。

寛
子
入
内
か
ら
－
一
か
月
。
永
承
六
年
（
一

O
五
一
）
二
月
に
寛
子
は
立
后
し
、
「
皇
后
」

と
な
っ
た
。
な
お
、
「
中
宮
」
「
皇
后
」

の
呼
称
や
意

義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
歴
史
学
者
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
橋
本
義
彦
氏
は
「
中
宮
も
、

（

9
）
 

「
中
宮
」
と
い
う
后
位
が
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
。

そ
の
身
位
（
后
位
）
を
表
わ
す
正
式

の
称
調
は
「
皇
后
」

で
あ
り
、

つ
ま
り
、
妻
后
と
し
て
二
人
が
並
立
す
る
場

合
、
「
皇
后
」
「
中
宮
」
と
異
な
る
呼
称
を
用
い
て
い
た
と
し
て
も
、
身
分
上
は
い
ず
れ
も
「
皇
后
」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
制
度
上

は
中
宮
も
皇
后
も
い
ず
れ
も
皇
后
で
あ
る
と
い
う
通
説
に
異
論
は
な
い
が
、
「
栄
花
物
語
』
（
あ
る
い
は
当
時
の
貴
族
社
会
）
に
お
け
る
通
念
と
い

う
点
で
は
、
「
中
宮
」
と
「
皇
后
」
は
同
じ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
寛
子
立
后
に
関
し
て
、
「
中
宮
こ
そ
は
あ
が
ら
せ
給
ベ
け
れ
ど
、
「
た
ジ

か
く
て
あ
ら
ん
」
と
申
さ
せ
給
け
れ
ば
、
今
后
を
皇
后
宮
と
聞
え
さ
す
」
（
下
旬

と
、
寛
子
立
后
に
際
し
て
、
中
宮
章
子
内
親
王
が
皇
后
と

な
り
、
寛
子
が
中
宮
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
、
章
子
内
親
王
が
中
宮
の
ま
ま
で
あ
り
た
い
と
望
ん
だ
た
め
、
寛
子
が
皇
后
と
な
っ
た
と
記
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
制
度
上
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
章
子
内
親
王
に
と
っ
て
「
中
宮
」
と
「
皇
后
」
と
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。

章
子
内
親
王
が

「
中
宮
」

の
呼
称
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
前
代
の
二
后
並
立
に
み
る
「
中
宮
」
と
「
皇
后
」

の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
大
き
く
関
与

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
服
部
一
隆
氏
は
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一

O
一
八
）
十
月
十
六
日
条
に
あ
る
威
子
の
立
后
記
事
で
、
中
宮
折
子
を
皇
太

后
に
転
上
し
て
威
子
を
中
宮
に
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
左
大
臣
顕
光
が
誤
っ
て
皇
后
城
子
を
皇
太
后
に
す
る
宣
命
の
作
成
を
内
記
に
指



示
し
、
道
長
に
罵
ら
れ
た
こ
と
を
取
り
上
げ
、
「
道
長
は
、
皇
后
か
ら
皇
太
后
へ
の
転
上
が
機
械
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
中
宮
か
ら

皇
太
后
へ
の
ル

1
ト
を
最
上
の
も
の
と
し
、
皇
后
を
そ
こ
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
さ
れ
た
。

一
条
朝
に
お
け
る
皇
后
定
子

と
中
宮
彰
子
、
一
二
条
朝
に
お
け
る
皇
后
械
子
と
中
宮
妨
子
、
あ
る
い
は
後
朱
雀
朝
に
お
け
る
皇
后
禎
子
内
親
王
と
中
宮
螺
子
の
例
を
み
て
も
、

権
力
者
の
娘
が
立
后
す
る
と
中
宮
と
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
以
前
か
ら
の
キ
サ
キ
は
皇
后
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。

し
た
が
っ

て
、
関
白
頼
通
の
娘
で
あ
る
寛
子
が
立
后
し
た
場
合
、
寛
子
が

「
中
宮
」
と
な
り
、

以
前
か
ら
の
后
で
あ
る
章
子
内
親
王
が

「
皇
后
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
の
が
前
例
に
叶
う
が
、
章
子
内
親
王
は
「
皇
后
」
と
な
る
こ
と
を
善
し
と
し
な
か
っ
た
。
結
局
は
章
子
内
親
王
が
中
宮
の
ま

ま
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
章
子
内
親
王
は
今
ま
で
の
皇
后
と
は
異
な
り
、
関
白
女
の
入
内
・
立
后
に
よ
っ
て
も
、
地
位
を
脅
か

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
後
見
の
し
っ
か
り
し
た
后
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

父
院
・
母
后
が
す
で
に
故
人
で
あ
る
章
子
内
親
王
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の

存
在
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

父
院
・
母
后
に
匹
敵
す
る
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
後
盾
が
章
子
内
親
王
に
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
章
子
内
親
王
の
伯
母
で
あ
り
祖
母
で
も
あ
る
上
東
門
院
彰
子
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
一
条
天
皇
・
中
宮
威
子
が
相
次
い
で
没
し

た
後
、

そ
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
章
子
内
親
王
・
馨
子
内
親
王
を
彰
子
が
引
き
取
っ
た
こ
と
は
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
三
に
記
さ
れ
て
い
る
。
と

く
に
愛
息
後
一
条
院
が
鍾
愛
し
た
章
子
内
親
王
を
彰
子
も
可
愛
が
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
彰
子
が
後
盾
で
あ
る
が
故
に
、
関
白
女
寛
子
が
入

内
し
で
も
章
子
内
親
王
の
社
会
的
立
場
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
章
子
内
親
王
と
同
じ
よ
う
に
、
禎
子
内
親
王
も
父

三
条
天
皇
・
母
中
宮
妨
子
を
早
く
に
亡
く
し
て
い
る
。

し
か
し
、
禎
子
内
親
王
は
後
見
が
弱
く
、
後
朱
雀
朝
に
お
い
て
は
関
白
頼
通
養
女
螺
子

そ
の
後
長
ら
く
参
内
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
禎
子
内
親
王
も
章
子
内
親
王
も
彰
子
・
頼
通
に
と
っ

が
入
内
・
立
后
し
た
後
、
皇
后
と
な
り
、

て
は
姪
で
は
あ
る
が
、
両
者
に
対
す
る
、
彰
子
・
頼
通
の
待
遇
の
違
い
は
、
章
子
内
親
王
が
後
一
条
天
皇
の
皇
女
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
彰
子

か
っ
た
。
実
の
娘
寛
子
の
入
内
・
立
后
に
つ
い
て

の
愛
息
の
血
を
継
い
で
い
る
か
い
な
い
か
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
彰
子
の
弟
で
あ
る
関
白
頼
通
も
、
彰
子
の
思
惑
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な

た
ち
ゐ
お
ぼ
し
め
し
急
が
せ
給
は
ん
に
、
廊
か
ぬ
草
木
は
い
か
で
か
あ
ら
ん
」

「殿、〉、

（
下
叩
）

と
頼
通
は
万
端
を
手
配
し
、
療
か
ぬ
草
木
は
な
か
っ
た
と
い
う
が
、

そ
れ
で
も
「
殿
も
こ
の
御
方
の
御
事
を
ば
、

か
た
じ
け
な
く
心

章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

四
五



四
六

苦
し
う
思
き
こ
え
さ
せ
給
て
、

あ
り
し
に
も
変
る
事
な
く
仕
う
ま
つ
ら
せ
給
」
（
下
拙
）
と
章
子
内
親
王
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

四

二
人
連
れ
の
描
写

｜
｜
二
后
同
殿
｜
｜

寛
子
立
后
後
、
中
宮
章
子
内
親
王
と
皇
后
寛
子
は
二
人
連
れ
で
、
時
に
は
女
御
歓
子
を
交
え
て
三
人
連
れ
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。

寛
子
立
后
後
の
描
写
に
つ
い
て
加
藤
静
子
氏
は

コ
内
わ
た
り
」

の
記
述
は
、
章
子
ワ
ン
サ
イ
ド
表
現
か
ら

い
つ
も
い
つ
も
中
宮
章
子
と
皇

后
寛
子
を
並
記
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
」
と
す
る
。
こ
の
、

二
人
連
れ
あ
る
い
は
三
人
連
れ
と
い
う
描
写
こ
そ
、
後
冷
泉
朝
の
後
宮
の
最
大

の
特
徴
で
あ
り
、
章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
寛
子
立
后
後
、
寛
子
は

「
か
く
て
程
も
な
く
参
ら
せ
給
ぬ
」
（
下
叩
）

と
程
な
く
参
入
し
た
。
寛
子
参
入
の
日
時
は
不
明
だ
が
、

こ
の
と
き
中
宮
章
子
内
親
王
は
内
裏
か
ら
退
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
一
帝
二
后
並
立
の
場
合
、
皇
后
と
中
宮

が
二
人
そ
ろ
っ
て
内
裏
や
里
内
裏
に
在
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
（
以
下
、
同
一
敷
地
内
に
在
す
る
こ
と
を
「
同
殿
」
と
表
現
す
る
）
。
し
か
し
、

後
冷
泉
朝
で
は
中
宮
章
子
内
親
王
と
皇
后
寛
子
は
同
殿
し
て
い
た
。
永
承
六
年
（
一

O
五
一
）
内
裏
根
合
で
は
「
内
に
は
根
合
せ
さ
せ
給
。
：
：
：

（
中
略
）
：
：
：
中
宮
・
皇
后
宮
な
ど
上
ら
せ
給
へ
り
」
（
下
叫
）
と
、

と
も
に
参
加
し
、

天
皇
の
渡
御
に
際
し
て
は
、
中
宮
章
子
内
親
王
も
皇
后

寛
子
も
そ
れ
に
従
っ
た
。
以
下
、
中
宮
章
子
内
親
王
と
皇
后
寛
子
が
同
殿
し
て
い
る
こ
と
を
記
す
叙
述
を
、
『
栄
花
物
語
』
か
ら
追
っ
て
み
よ

p

円ノ。
①
［
天
喜
元
年
（
一

O
五
三
）
七
月
。
後
冷
泉
天
皇
、
高
陽
院
ニ
渡
御
〕
〔
後
冷
泉
天
皇
ハ
〕
廿
日
御
装
束
す
く
よ
か
に
、
い
と
麗
し
く
て
渡
ら

い
と
あ
さ
ま
し
。
そ
の
夜
中
宮
渡
ら
せ
給
ぬ
。
皇
后
宮
・
女
御
殿
二
三
日
ば
か
り
あ
り
て
入
ら
せ
給
ぬ
。
（
下
山
）

せ
給
ぬ
。



②
［
天
喜
二
年
（
一

O
五
四
）
正
月
。
内
裏
焼
亡
］
あ
さ
ま
し
き
事
は
、
正
月
八
日
又
焼
け
ぬ
。
冷
泉
院
に
、
内
・
中
宮
と
渡
ら
せ
給
ぬ
。
皇

后
宮
は
、
承
香
殿
な
ど
お
ぼ
し
き
に
お
は
し
ま
す
。
中
宮
は
上
の
御
局
に
お
は
し
ま
す
。
（
下
型

③
［
天
喜
二
年
（
一

O
五
回
）
二
月
。
四
条
宮
ニ
遷
御
山
こ
れ
よ
り
三
月
十
余
日
に
、
四
条
宮
に
渡
ら
せ
給
ぬ
。
狭
く
暑
か
は
し
き
心
地
す
。

北
対
を
馬
道
あ
け
て
、
西
に
は
中
宮
、
そ
な
た
の
廊
か
け
て
お
は
し
ま
す
。
東
に
は
皇
后
宮
お
は
し
ま
す
。
相
撲
な
ど
も
、
清
涼
殿
に
て
中

宮
は
御
覧
ず
。
：
：
：
（
中
略
）
：
・
：
・
皇
后
宮
は
、
東
な
る
屋
に
て
御
覧
ず
。
（
下
型

④
［
天
喜
三
年
（
一

O
五
五
）
六
月
。
一
条
院
ニ
遷
御
］
一
条
院
に
冷
泉
院
移
し
造
ら
せ
給
て
、
御
渡
り
、
同
じ
月
の
廿
七
日
。
東
に
は
皇
后

宮
、
北
の
藤
壷
と
お
ぼ
し
き
に
は
中
宮
、
西
の
南
に
よ
り
て
女
御
殿
な
ど
お
は
し
ま
す
。
（
下
旬

⑤
〔
中
宮
ハ
〕
臨
時
祭
上
ら
せ
給
て
御
覧
ず
。
皇
后
宮
は
、
下
の
御
局
な
る
に
も
御
覧
ず
。
清
涼
殿
の
や
う
に
近
け
れ
ば
、
や
が
て
御
前
の
こ

と
も
見
ゆ
れ
ば
な
る
べ
し
。
拝
礼
は
、
正
月
に
は
、
中
宮
・
皇
后
宮
か
は
り
介
＼
に
。
年
を
か
へ
つ
』
な
ん
大
饗
は
あ
り
け
る
。
（
下
側
）

＠
中
宮
・
皇
后
宮
と
候
は
せ
給
て
、
内
辺
り
に
も
あ
ら
ず
狭
き
に
、
さ
る
べ
き
折
々
な
ん
、
か
は
り
介
＼
に
物
御
覧
じ
な
ど
に
上
ら
せ
給
け
る
。

女
御
殿
、
里
に
久
し
く
お
は
し
ま
す
を
、
（
以
下
略
）
（
巻
三
十
七
「
け
ぶ
り
の
後
」
下
旬

⑦
［
治
暦
元
年
（
一

O
六
五
）
九
月
。
高
陽
院
内
裏
ノ
法
華
八
講
］
九
月
廿
五
日
な
り
。
捧
物
な
ど
も
、
御
方
々
い
み
じ
く
せ
さ
せ
給
。
中
宮
・

皇
后
宮
上
ら
せ
給
装
束
な
ど
、
例
の
お
ろ
か
な
ら
ん
や
は

0

・
・
：
（
中
略
）
・
：
五
巻
の
日
は
、
皇
后
宮
下
に
お
は
し
ま
せ
ど
、
何
事
も
向

ひ
た
る
や
う
に
て
、
行
道
な
ど
も
や
が
て
同
じ
事
御
覧
じ
っ
ベ
し
。
女
房
、
今
日
は
白
き
衣
ど
も
を
幾
っ
と
も
な
く
重
ね
て
押
し
出
で
た
り
。

中
々
い
み
じ
く
き
よ
げ
に
見
ゆ
。
中
宮
の
お
は
し
ま
す
方
に
向
ひ
た
り
。
（
下
旬

た
び
た
び
の
内
裏
（
里
内
裏
）
焼
亡
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
冷
泉
天
皇
は
中
宮
章
子
内
親
王
と
皇
后
寛
子
と
と
も
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
端

的
に
あ
ら
わ
し
た
の
が
⑥
の

「
中
宮
・
皇
后
宮
と
候
は
せ
給
」

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
後
冷
泉
朝
後
宮
の
最
大
の
特
徴
と
い
え
よ
う
。

章
子
内
親
王
は
関
白
頼
通
女
の
寛
子
が
入
内
し
て
も
中
宮
を
譲
る
こ
と
も
な
く
、
寛
子
と
と
も
に
天
皇
の
そ
ば
に
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。
中

宮
章
子
内
親
王
が
皇
后
寛
子
と
二
人
連
れ
で
描
か
れ
る
こ
と
は
、
章
子
内
親
王
が
関
白
女
の
后
と
と
も
に
内
裏
に
あ
る
こ
と
を
描
く
こ
と
で
も

章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

四
七



四
八

あ
る
。
二
人
連
れ
の
描
写
は
、

そ
の
こ
と
に
こ
そ
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

正
月
に
は
、
中
宮
・
皇
后
宮
か
は
り
ル
＼
に
。
年
を
か
へ
つ
』
な
ん
大
饗
は
あ
り
け
る
」
と
い
う
描
写
も
非
常

に
重
要
で
あ
る
。
中
宮
大
饗
と
拝
礼
に
つ
い
て
は
東
海
林
亜
矢
子
氏
の
御
論
考
に
詳
し
い
が
、
東
海
林
氏
は
「
中
宮
大
饗
と
は
、
天
皇
と
の
関

ま
た
⑤
に
あ
る
「
拝
礼
は
、

係
を
制
酎
酌
さ
れ
た
上
で
、

一
名
の
后
の
み
が
行
な
え
る
儀
礼
で
あ
る
」
と
し
、
中
宮
妨
子
や
中
宮
螺
子
と
並
び
立
っ
て
い
た
頃
の
皇
后
誠
子
や

皇
后
禎
子
内
親
王
が
一
度
も
大
饗
を
行
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
「
摂
関
に
よ
り
近
し
い
妻
后
の
み
が
中
宮
大
饗
を
行
な
う
こ
と
と
な
る
一
と
す

る
。
中
宮
章
子
内
親
王
と
皇
后
寛
子
が
年
が
わ
り
に
拝
礼
を
受
け
、
大
饗
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
中
宮
章
子
内
親
王
が
関
白
頼
通
女
の
皇
后

寛
子
と
と
も
に
摂
関
家
に
重
く
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。

五

院
号
宣
下

｜
｜
母
后
で
な
い
女
院
｜
｜

二
后
並
立
か
ら
十
八
年
余
り
が
経
っ
た
治
暦
四
年
（
一

O
六八）、

四
月
十
七
日
に
女
御
だ
っ
た
教
通
女
歓
子
が
立
后
し
、
三
后
が
並
立
し
た
。

歓
子
が
立
后
し
た
の
は
後
冷
泉
天
皇
が
崩
ず
る
二
日
前
の
こ
と
で
、

そ
の
前
日
の
四
月
十
六
日
、
頼
通
は
関
白
職
を
弟
教
通
に
譲
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
歓
子
立
后
は
父
教
通
が
関
白
に
な
っ
た
翌
日
の
こ
と
で
あ
る
。
歓
子
が
立
后
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
宮
章
子
内
親
王

（
四
十
三
歳
）

は
皇
太
后
に
、
皇
后
寛
子
（
二
十
三
歳
）

は
中
宮
に
な
り
、
歓
子
（
四
十
八
歳
）
が
皇
后
と
な
っ
た
。
変
則
的
な
転
上
に
も
思
え
る
が
、
皇
后
で

あ
っ
た
寛
子
が
中
宮
と
な
っ
た
こ
と
は
、
前
掲
し
た
服
部
氏
の
御
論
文
に
あ
る
、

「
中
宮
か
ら
皇
太
后
へ
の
ル

l
ト
を
最
上
の
も
の
」
と
し
た

（
げ
）

と
い
う
道
長
の
考
え
方
に
沿
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
歓
子
立
后
は
史
料
が
少
な
い
が
、
『
中
右
記
』
康
和
四
年
（
一

一
O
一
一
）
八
月
十
九

H
条
に

よ
る
と

「
臨
天
皇
曇
駕
之
魁
、
忽
冊
為
皇
后
」

と
、
天
皇
が
死
に
際
し
て
歓
子
を
立
后
し
た
と
あ
り
、
『
同
』
大
治
五
年
（
一

。
月

十
一
日
条
で
は
「
無
立
后
儀
、

只
宣
旨
被
下
也
」
と
立
后
の
儀
も
な
く
、
宣
旨
を
下
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
立
后
か
ら

一
一
日
後
、
後
冷
泉
天
皇
は
崩
じ
た
。



次
の
後
三
条
朝
で
は
章
子
内
親
王
の
同
母
妹
馨
子
内
親
王
、
が
立
后
し

（
中
宮
）
、
皇
太
后
章
子
内
親
王
は
太
皇
太
后
に
、
中
宮
寛
子
は
皇
太

后
に
転
上
し
た
。
続
く
白
河
朝
で
は
女
御
賢
子
立
后
の
た
め
、
太
皇
太
后
章
子
内
親
王

（
四
十
九
歳
）
が
女
院
と
な
り
、
皇
太
后
寛
子
が
太
皇

太
后
に
、
皇
后
歓
子
が
皇
太
后
に
、
中
宮
馨
子
内
親
王
が
皇
后
に
そ
れ
ぞ
れ
転
上
し
た
。
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
九
「
布
引
の
滝
」

は
そ
の
と

き
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

〔
賢
子
ヲ
〕
后
た
』
せ
給
ベ
け
れ
ど
、
隙
な
き
事
を
い
か
ゾ
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
て
、

后
を
院
に
な
し
奉
ら
ん
と
お
ぼ
し
め
す
。
：
：
：
（
中

略
）
：
：
：
十
六
日
に
太
皇
太
后
宮
（
H
章
子
内
親
王
）
女
院
に
な
ら
せ
給
ぬ
。
年
頃
も
、
「
一
所
院
に
な
ら
せ
給
ベ
し
。
次
第
に
て
は
太
皇

太
后
｛
呂
な
ら
せ
給
ベ
し
。
さ
ら
ず
ば
中
宮
（
H
馨
子
内
親
王
）
こ
そ
は
、
故
院
（
H
後
三
条
院
）

の
后
に
も
お
は
し
ま
し
、
内
（
H
白
河
天
皇
）

の
御
継
母
に
も
お
は
し
ま
せ
ば
」
な
ど
申
つ
る
を
、
太
皇
太
后
宮
な
ら
せ
給
ぬ
れ
ば
、
「
后
に
で
も
お
は
し
ま
さ
で
」
と
申
す
人
も
あ
り
。

又
「
な
ら
せ
給
は
で
は
い
か
ゾ
は
」
な
ど
申
す
人
も
あ
り
け
り
。
み
か
ど
の
御
親
な
ら
ぬ
は
ま
だ
な
ら
せ
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
珍
し
き
事

に
人
申
す
。
み
か
ど
の
御
親
な
ら
で
は
、
受
領
な
ど
は
え
さ
せ
給
は
じ
と
て
賜
は
ら
せ
給
は
ず
。
こ
と
介
＼
は
后
に
お
は
し
ま
し
』
同
じ

事
也
。
「
例
は
み
か
ど
の
御
女
、
后
に
立
ち
て
、
後
に
女
帝
に
居
給
も
な
く
や
は
あ
り
け
る
。
ま
し
て
院
分
な
ど
か
な
か
ら
ん
」
と
申
給

上
達
部
も
お
は
す
。
大
女
院
（
H
彰
子
）

は

「
我
御
院
分
を
譲
り
申
さ
ん
」
と
、
奏
せ
さ
せ
給
。

四
条
宮
（
H
寛
子
）
を
太
皇
太
后
宮
と

聞
え
さ
せ
、
次
々
上
ら
せ
給
。
例
の
事
な
り
。
（
下
問

す
で
に
后
（
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
・
中
宮
）
す
べ
て
が
埋
ま
っ
て
い
る
た
め
、
賢
子
立
后
に
先
立
ち
一
人
を
女
院
に
す
る
必
要
が
生
じ
、

太
皇
太
后
で
あ
る
章
子
内
親
王
と
、
白
河
天
皇
の
養
母
で
あ
る
中
宮
馨
子
内
親
王

（
後
一
二
条
天
皇
の
妻
后
）
と
、
ど
ち
ら
を
女
院
に
す
べ
き
か
が

問
題
と
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
の
三
人
の
女
院
（
東
三
条
院
・
上
東
門
院
・
陽
明
門
院
）
が
い
ず
れ
も
母
后
で
あ
る
の
に
対
し
、
章
子
内
親
王
は
母

后
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
章
子
内
親
王
が
女
院
と
な
っ
た
が
、
母
后
で
な
い
た
め
に
院
分
受
領
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、

上
東

門
院
彰
子
は
自
分
の
院
分
を
章
子
内
親
王
に
譲
る
こ
と
を
奏
上
し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
も
彰
子
が
章
子
内
親
王
を
鍾
愛
し
て
い
た
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
が
、
こ
の
一
件
は
章
子
内
親
王
の
存
在
感
に
変
化
が
訪
れ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
。
橋
本
義
彦
氏
は
二
条
院
が
院
分
受
領
を
受
け

章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

四
九



五
0 

（
日
）

な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
女
院
は
「
母
后
優
遇
を
本
旨
と
し
て
成
立
し
た
」
と
す
る
。
母
后
で
な
い
二
条
院
は
、
女
院
の
本
旨
か
ら
外
れ
た
存
在

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
高
松
百
香
氏
は
「
二
条
院
の
院
号
定
に
は
、
先
の
陽
明
門
院
や
こ
の
後
の
院
号
定
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
ぜ
ひ

美
麗
な
院
号
を
、
と
い
う
公
卿
た
ち
の
積
極
的
な
提
案
は
な
い
。
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：
章
子
内
親
王
に
門
院
号
の
よ
う
な
美
麗
な
院
号
が
付
け

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
、

二
条
院
の
政
治
的
地
位
の
反
映
で
あ
る
と
想
定
し
た
い
」
・
「
母
后
と
し
て
女
院
と
な
っ
た
初
期
三
人
の
女
院
は

吉
例
で
、
四
・
五
例
目
の
二
条
院
・
郁
芳
門
院
は
不
吉
の
例
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
貴
族
社
会
の
中
で
の
常
識
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」

と
さ
れ
る
。
国
母
で
な
い
二
条
院
は
、
後
代
に
踏
襲
さ
れ
な
い
前
例
と
な
っ
た
。
後
冷
泉
朝
で
は
関
白
頼
通
女
の
寛
子
の
立
后
に
際
し
て
中
宮

を
譲
る
こ
と
も
な
く
、

ま
た
里
邸
に
下
が
る
こ
と
も
な
く
、
寛
子
と
と
も
に
天
皇
の
そ
ば
に
あ
り
続
け
、
中
宮
大
饗
・
拝
礼
を
寛
子
と
年
ご
と

に
お
こ
な
っ
て
い
た
章
子
内
親
王
も
、
母
后
で
な
い
、
と
い
う
大
き
な
欠
点
を
抱
え
、
時
と
と
も
に
社
会
的
立
場
の
重
さ
が
変
わ
っ
て
い
っ
た

と
い
え
よ
う
。
母
后
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
女
院
と
な
っ
た
こ
と
自
体
は
、
章
子
内
親
王
が
後
宮
あ
る
い
は
貴
族
社
会
に
お
け
る
秩
序
に
お

い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
で
も
貴
族
社
会
に
お
け
る
立
場
の
重
さ
は
以
前
と
異
な
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
章
子
内

親
王

（
二
条
院
）
が
没
す
る
の
は
院
号
宣
下
か
ら
三
十
一
年
後
の
長
治
二
年
（
一

一O
五）

の
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

後
一
条
天
皇
鍾
愛
の
第
一
皇
女
で
あ
っ
た
章
子
内
親
王
は
、

父
院
・
母
中
宮
威
子
没
後
、
祖
母
で
あ
り
伯
母
で
も
あ
る
上
東
門
院
彰
子
に
引

き
取
ら
れ
た
。
彰
子
と
い
う
強
大
な
後
盾
を
持
つ
章
子
内
親
王
の
存
在
の
大
き
さ
は
、
後
冷
泉
朝
の
後
宮
に
お
け
る
二
后
の
同
殿
を
可
能
に
し

た
。
も
ち
ろ
ん
、
章
子
内
親
王
自
身
が

「
御
方
々
参
ら
せ
給
へ
れ
ど
、
更
に
御
覧
じ
入
れ
ず
、
も
の
し
き
御
け
し
き
に
も
あ
ら
ず
、

よ
そ
の
事

に
お
ぼ
し
め
し
て
、
あ
て
に
け
高
く
、
闘
し
め
し
入
る
』
御
け
し
き
に
も
あ
ら
ね
ば
」
（
巻
三
十
六
「
根
あ
は
せ
」
・
下
伽
）
と
あ
る
よ
う
に
、
他

（
げ
）

の
キ
サ
キ
の
入
内
を
気
に
も
と
め
な
い
気
高
さ
を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
と
と
や
、
後
冷
泉
天
皇
、
が
「
か
く
方
々
に
御
心
の
暇
な



き
や
う
な
れ
ど
、
な
だ
ら
か
に
も
て
な
し
つ
h

お
は
し
ま
す
。
：
：
：
（
中
略
）
：
：
：
か
く
方
々
に
心
や
ま
し
き
世
中
を
お
ぼ
し
め
し
た
』
せ
給

と
、
愛
情
を
隔
で
な
く
か
け
た
と
さ
れ
る
こ
と
も
、
後
冷
泉
朝
の
後

て
、
安
ら
か
な
ら
ぬ
御
も
て
な
し
お
か
し
う
な
ん
あ
り
け
る
」
（
下
初
）

宮
の
安
定
に
つ
な
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
二
后
の
同
殿
は
そ
れ
ま
で
の
後
宮
と
質
を
異
に
す
る
、
後
冷
泉
朝
の
後
宮
の
特
徴
で
あ
る
。
『
栄
花

物
語
』
が
記
す
、
皇
后
寛
子
と
の
二
人
連
れ
の
描
写
は
、
二
人
連
れ
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、

母
后
で
な
い
章
子
内
親
王
の
存
在
感
は
時
と
と
も
に
限
界
を
迎
え
、
女
院
と
し
て
院
号
宣
下
を
受
け
る
際
に
は
国
母
（
あ
る
い
は

天
皇
の
養
母

で
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
た
。
章
子
内
親
王

（一一条院）

の

〈
後
代
〉

か
ら
み
た
評
価
は
高
い
と
は
い
え
な
い
が
、
『
栄
花
物

語
』
続
編
は
〈
当
時
〉

の
章
子
内
親
王
の
社
会
的
立
場
の
重
さ
・
存
在
感
を
伝
え
る
好
資
料
と
い
え
よ
う
。

注
1 

小
論
で
は
中
宮
・
女
御
あ
る
い
は
尚
侍
な
ど
、
天
皇
の
妻
の
意
で
「
キ
サ
キ
」
の
語
を
使
い
、
立
后
し
た
キ
サ
キ
の
意
の
「
后
」
と
使
い
分
け
る
こ

と
に
す
る
。

2 

加
藤
静
子
氏
「
栄
花
物
語
続
篇
成
立
に
関
す
る
一
試
論
」
（
『
言
語
と
文
芸
』
七
一
一
一
九
七

0
・
九
）
、
「
『
栄
花
物
語
』
調
合
の
巻
を
め
ぐ
っ
て

続
篇
第
一
部
と
一
口
間
宮
章
子
周
辺
（
二

1
」
（
『
言
語
と
文
芸
』
八
六
一
九
七
八
・
六
）
、
「
栄
花
物
語
続
篇
第
一
部
と
一
品
宮
章
子
周
辺
竺
二
｜

『
暮
ま
つ
ほ
し
』
と
『
根
あ
は
せ
』
の
巻
｜
」
（
『
言
語
と
文
芸
』
八
七
一
九
七
九
・
三
一
）

H
A
。
以
下
、
加
藤
氏
の
御
論
考
は
A
に
よ
る
。
ま
た
中
村

成
里
氏
も
「
『
栄
花
物
語
』
続
編
の
章
子
内
親
王
投
影
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
｜
」
（
『
源
氏
物
語
〈
読
み
〉
の
交
響
』
新
典
社
二

O
O八
・
一
一

所
収
）
に
お
い
て
「
『
今
鏡
』
を
は
じ
め
他
の
史
料
で
は
、
章
子
内
親
王
は
、
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
程
度
で
あ
り
、
続
編
に
お
け
る
章
子
内
親
王
の

存
在
感
は
異
質
と
言
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

『
栄
花
物
語
』
の
本
文
は
、
松
村
博
司
・
山
中
裕
氏
校
注

一
O
）
に
よ
る
。

『
日
本
古
典
文
学
大
系
栄
花
物
語
』
上
下
（
岩
波
書
店

一
九
六
四

一
九
六
五

3 
（

4
）
 

『
左
経
記
』
万
寿
三
年
（
一

O
二
六
）
閏
五
月
二
十
八
日
条
に
、
威
子
懐
妊
に
よ
る
祈
り
や
読
経
が
伊
勢
や
賀
茂
な
ど
十
五
箇
所
で
始
め
ら
れ
た
こ
と

章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

五



五

が
み
え
る
。

5 

『
小
右
記
』
の
本
文
は
『
大
日
本
古
記
録
』
（
岩
波
書
店

一
九
八
七
・
一
）
に
よ
る
。

7 

『
左
経
記
』
の
本
文
は
『
増
補
史
料
大
成
』
（
臨
川
書
店

『
日
本
略
記
』
の
本
文
は
、
『
新
訂
糟
補
国
史
大
系
日
本
紀
略
〈
後
篇
〉
百
錬
抄
』
（
吉
川
弘
文
館

『
小
右
記
』
長
和
四
年
（
一

O
一
五
）
十
二
月
十
六
日
条
に
、
「
女
二
宮
（
縫
子
内
親
王
）
〈
皇
后
宮
（
藤
原
城
子
）
腹
〉
、
可
為
一
日
間
、
亦
女
三
宮

一
九
九
八
・
三
一
）
に
よ
る
。

6 

二
C
O
O
－
七
）
に
よ
る
。

8 

（
禎
子
内
親
王
）
〈
中
宮
（
藤
原
新
子
）
腹
〉
、
殊
可
給
千
戸
封
弁
年
爵
・
年
官
等
、
依
未
及
着
裳
不
可
叙
一
品
云
々
、
」
と
あ
り
、
実
資
は
着
裳
以
前
の
叙

一
品
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
禎
子
内
親
王
が
一
口
聞
に
叙
さ
れ
た
の
が
着
裳
と
同
日
の
治
安
三
年
（
一

O
二
三
）
四
月
一
日
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

る
と
、
章
子
内
親
王
が
着
袴
同
日
に
一
ロ
聞
に
叙
さ
れ
た
の
は
前
例
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（

9
）
 

橋
本
義
彦
氏
「
中
宮
の
意
義
と
沿
革
」
（
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

称
や
地
位
の
問
題
は
、
芝
葛
盛
氏
「
皇
后
中
宮
問
題
の
解
決
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
一

一
九
七
六
・
九

所
収
）
。
ま
た
「
中
宮
」
と
「
皇
后
」
の
呼

九
五

－
一
二
）
、
龍
粛
氏
「
中
宮
」
（
『
平
安
時
代
』
春
秋
社

一
九
六
二
・
七

所
収
）
を
参
考
に
し
た
。

10 

服
部
一
隆
氏
「
械
子
立
后
に
対
す
る
藤
原
道
長
の
論
理
」
（
『
日
本
歴
史
』
六
九
五
二

O
O六
・
四
）

（
日
）
『
春
記
』
長
久
元
年
（
一

O
四
O
）
十
二
月
卜
八
日
条
に
「
皇
后
官
此
四
年
不
参
入
給
」
と
、
禎
子
内
親
王
は
故
中
宮
跡
子
の
入
内
を
一
因
と
し
て
長

久
一
冗
年
（
一

O
四
O
）
ま
で
の
四
年
間
、
参
内
し
な
か
っ
た
と
あ
る
。
（
『
春
記
』
の
本
文
は
、
『
増
補
史
料
大
成
』
（
臨
川
書
店

一一

0
0
0
・
二
）
に

よ
る

（
ロ
）
拙
稿
「
『
栄
花
物
語
』
の
描
く
二
后
並
立
」
（
『
明
星
大
学
研
究
紀
要
｜
人
文
学
部
｜
日
本
文
化
学
科
』
一
九

（
日
）
東
海
林
亜
矢
子
氏
「
中
宮
大
饗
と
拝
礼
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
五
l

一
二
二

O
O六
・
二
一
）

（
は
）
『
中
右
記
』
の
本
文
は
『
増
補
史
料
大
成
〈
普
及
版
〉
』
（
臨
川
書
店
二

O
O
一
・
八
）
に
よ
る
。

（
日
）
橋
本
義
彦
氏
「
女
院
の
意
義
と
治
革
」
（
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
一
九
八
六
・
八
所
収
）

（
凶
）
高
松
百
香
氏
「
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
院
号
定
女
院
号
の
決
定
過
程
と
そ
の
議
論
」
（
『
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
｜
後
宮
・
儀
礼
・
縁
』
森
話
社

二
O
O七
・
四
所
収
）

。

掲
載
予
定
）



（
口
）
た
だ
し
、
巻
三
十
八
「
松
の
し
づ
え
」
で
は
「
女
の
御
有
様
は
限
あ
れ
ば
、
い
み
じ
く
お
ぼ
し
め
せ
ど
も
、
色
に
出
で
さ
せ
給
ベ
き
に
あ
ら
ず
」
（
下

側
）
と
し
、
「
御
冷
泉
院
の
御
時
に
、
大
宮
（
H
章
子
内
親
王
）
な
ど
こ
そ
は
同
じ
こ
と
な
れ
ど
、
稚
く
よ
り
女
院
も
一
つ
に
お
ほ
し
奉
ら
せ
給
ひ
、
や

む
事
な
く
煩
し
く
も
恩
申
さ
せ
給
ベ
か
り
し
か
ど
、
そ
れ
だ
に
言
に
出
で
』
申
さ
せ
給
事
な
か
り
き
」
（
同
）
と
、
章
子
内
親
王
が
嫉
妬
し
な
か
っ
た
の

で
は
な
く
、
口
に
出
さ
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
も
記
す
。

章
子
内
親
王
の
存
在
感
と
『
栄
花
物
語
』
の
描
写

五


